
1  利 用 方 法  
 
(1)調査対象及び事業  
 

対象事業数表参照  
 

(2)集計の方法及び用語の定義 

ア 使用料制度に関する調 

(ｱ)使用料体系 

使用料体系とは、公費及び私費の負担区分に基づき算出された使用料対象経費を、

個々の使用者に対してどのように配分し、負担させるのかを体系化したものである。 

なお、本欄は一般家庭用の使用料体系を示したものである(複数回答)。 

 

・水道料金比例制 

上水道の料金に一定の率を乗じた金額を下水道の使用料とする制度をいう。 

・従量制 

１㎥当たりの使用料を定め、利用者が排出する水量に応じて使用料を徴収する制

度をいう。 

・基本使用料 

基本使用料とは、使用水量にかかわりなく賦課される使用料のことであり、基本

水量が賦与されるものとそうでないものとに分かれる。 

・累進制 

使用量の増加に応じて使用料単価が高くなる使用料体系のことをいう。 

・定額制 

１世帯当たり又は１人当たりの使用料を定め、その数に応じて使用料を徴収する

制度をいう。 

・水質使用料制 

排水の量的な側面のみならず質的側面にも着目し、排水の水質濃度に応じて、使

用料対象経費の一部を一定の基準を超える濃度の汚水を排出する使用者に賦課す

る制度をいう。 

 

(ｲ)使用料対象経費 

本欄は、汚水処理に係る経費のうち、下水道使用料の積算基礎の対象とした経費を

使用料収入でどれだけ回収しているかについて４つの区分で表したものである。 

本表は、次の区分により表示している。 

1. 維持管理費、資本費の全部 

2. 維持管理費の全部、資本費の一部 



3. 維持管理費の全部 

4. 維持管理費の一部 

なお、内訳欄には使用料対象経費欄が「2」又は「4」の場合にそれぞれ「資本費の

一部」・「維持管理費の一部」の内訳を次の区分に従い表示している。 

(1)  算入率    80%～  (4)  算入率   20～40% 

(2)    〃 60～80%   (5)    〃  ～20% 

(3)    〃 40～60% 

 

(ｳ)徴収時期 

本欄は、下水道使用料の徴収時期を 1.毎月、2.隔月、3.その他に区分して表示し

ている。 

 

(ｴ)徴収方法 

本欄は、(1) 集金制・納付制・口座振替制・コンビニエンスストア納付制・クレジ

ットカード納付制・QR コード（バーコード）決済制、(2) 直営・委託の 2 通りに大

きく分けて徴収方法を表示している。なお、(2) 委託の内訳については次のように区

分して表示している。 

団体内部 ～ 当該地方公共団体内部に料金徴収を委託している場合 

他 団 体 ～ 他の地方公共団体又は一部事務組合に料金徴収を委託している場合 

そ の 他 ～ 民間等上記以外に料金徴収を委託している場合 

 

(ｵ)消費税及び地方消費税の転嫁状況 

本欄は、令和７年３月 31 日現在で、下水道使用料に消費税及び地方消費税が転嫁

されているかを表したものである。 

なお、全部転嫁欄は消費税及び地方消費税(10％)を転嫁している場合について、一

部転嫁欄は消費税のみを転嫁し地方消費税を転嫁していない場合など一部のみを転

嫁している場合について、未転嫁欄は消費税及び地方消費税を全く転嫁していない場

合について、各事業の団体数や割合を表示している。 

 

(ｶ)処理区域内人口別平均使用料 

本欄は、令和７年３月 31 日現在の一般家庭用使用料(20 ㎥/月・消費税及び地方消

費税込み)について、処理区域内人口別の単純平均を表したものである。 

なお、戸割、人頭割等の使用料を設定している団体にあっては、世帯員数を３人と

した場合の使用料としている。また、地区別等、複数の使用料体系を設定している場

合は、一番有収水量の多い使用料体系での額としている。 

特定公共下水道については主として特定事業者の事業活動に利用され一般家庭で



は使用することが少ないために、林業集落排水施設、簡易排水施設、漁業集落排水施

設及び小規模集合排水処理施設についてはサンプル数が少ないために、また、特定地

域生活排水処理施設及び個別排水処理施設については処理区域内人口区分がないた

めに、それぞれ省略した。 

 

(ｷ)一般家庭用 20 ㎥/月当たり下水道使用料に対する事業数分布 

本欄は、処理区域内人口別の下水道使用料の分布を示したものである。 

なお、特定公共下水道については主として特定事業者の事業活動に利用され一般家

庭では使用することが少ないために、林業集落排水施設、簡易排水施設、漁業集落排

水施設及び小規模集合排水処理施設についてはサンプル数が少ないために、また、特

定地域生活排水処理施設及び個別排水処理施設については処理区域内人口区分がな

いために、それぞれ省略した。 

 

イ 使用料改定団体に関する調 

本欄は、令和６年４月１日から令和７年３月 31 日の間に下水道使用料を改定した団

体(消費税及び地方消費税による改定の場合は除く。)について、処理区域内人口別にま

とめたものである。 

 

(ｱ)下水道使用料改定団体 

本欄は、令和６年４月１日から令和７年３月 31 日の間に下水道使用料を改定した

団体(消費税及び地方消費税による改定の場合は除く。)を挙げたものである。 

使用料改定欄中平均使用料改定率については、消費税及び地方消費税相当部分を除

いた実質的な使用料の改定率を表示している。なお、平均使用料改定率は、水量ラン

ク別使用料改定率の単純平均でなく、加重平均である。 

 

(ｲ)使用料算定期間 

  改定した下水道使用料の算定のために使用料対象経費を積算した期間を記入した

ものである。 


